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講座は全 84 メニュー！!

無料で講座を行います 

メニューにない講座でも可能な限り対応します。 

お気軽にお問い合わせください。 

についての講座をメニューの中から選んでお申込みいただくと、

知りたい情報 

聞きたい情報

市民のみなさんが

市の職員や官公署等の職員が出向いて講座を行います。



☆ 問合せ ☆ 

羽村市教育委員会 生涯学習部 生涯学習推進課 生涯学習推進係（プリモホールゆとろぎ内） 

　　TEL：042­570­0707、FAX：042­570­6422 

　　E-mail：s706000@city.hamura.tokyo.jp 

 
 
 

◆ 出前対象 ◆ 

羽村市内に在住・在勤・在学している方で、受講者が 10 人以上見込め、会場を 

用意することのできるグループや団体です。 

（出前講座を申し込むために一時的に作った団体でも構いません）。 

 
 

◆ 開催会場 ◆ 

会場は受講者に御用意いただきます（羽村市内に限ります）。 
 
 

◆ 講師料 ◆ 

無料です。 

ただし、会場費や材料費などが必要な場合は、受講者負担となります。 

 
 

◆ 申し込み方法 ◆ 

① 講座を希望する日の 20 日前までに、各講座の申し込み窓口（または担当部署）へ 

申請書（※注 1）を提出してください。 

 

（※注 1）「羽村市生涯学習まちづくり出前講座申込書」は、生涯学習推進課 

生涯学習推進係（プリモホールゆとろぎ内）で配布するほか、 

市公式サイトからダウンロードできます。 

 
 

② 講師を担当する職員と講座の内容（講座で聞きたい要点等）を 

調整してください。 

 
 
 

③ お申し込みいただいた日時に担当職員が出向き、講座を行います。 

　　　　　　（受講後にアンケートへの御協力をお願いします） 
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まちづくり出前講座について


